
お取引先の皆さまとの適切な価格交渉・価格転嫁に向けて 

 

当社は、2023 年 11 月 29 日付けで公正取引委員会が公表した「労務費の適切な転嫁のため

の価格交渉に関する指針」を受け、お取引先の皆さまとのよりよいパートナシップを実現す

るために、発注者として採るべき行動／求められる行動について再確認を行いました。 

結果として、以下の項目を実施してまいります。 

 

1. お取引先の皆さまと価格交渉・価格転嫁に関して、定期的にコミュニケーションを

図ってまいります。 

2. お取引先の皆さまから申入れがある場合には速やかに協議に応じ、価格上昇分の影

響など十分に協議してまいります。 

3. 協議の場として、営業担当のみならず相談窓口を設置し、容易にご相談ができる体

制を構築します。 

4. 価格交渉においては、ご相談いただいたお取引先の皆さまのご意見を尊重するとと

もに、交渉記録を作成し、保管します。 

 

つきましては、原材料費・エネルギー費・労務費・物流費(荷役費を含む)を始め、諸コスト

の変動に関してはもちろんのこと、その他当社との取引におけるお困りごとがございまし

たら、当社営業担当者または、相談窓口までご相談ください。 
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